
東
北
地
方
北
部
に

b
け
る
明
治
初
期
の
開
発
政
策

|
|
特
に
蚕
糸
業
と
の
関
連
に
お
い
て
1

i

田

村

正

夫

東北地方北部における明治初期の開発政策

(ef. 

し

カ3

き

東
北
地
方
に
お
け
る
主
要
蚕
糸
業
地
域
は
南
半
部
(
福
島
・
山
形
・
宮
城
三
県
)
に
限
ら
れ
て
き
た
①
が
明
治
初
期
の
蚕
糸
業
拾
頭

期
@
に
は
接
続
す
る
北
半
部
(
秋
田
・
岩
手
・
青
森
三
県
)
に
お
い
て
も
盛
ん
に
斯
業
を
主
軸
と
す
る
開
発
政
策
が
と
ら
れ
た
。

本
稿
で
は
主
と
し
て
そ
れ
ら
の
政
策
を
中
心
と
し
て
北
半
部
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
い
わ
ゆ
る
主
産
地
の
外
縁
部
形
成
の
意
義
を
検

-ず
J

J

P

-

、。

ヨ-一ロ
T
L
G
I

、uv一
、
概

況

青
森
県
で
は
明
治
七
年
、
穀
作
と
養
蚕
と
を
比
較
し
て
「
桑
ヲ
植
蚕
ヲ
養
ヒ
糸
ヲ
製
ス
ル
其
労
少
カ
ラ
ス
ト
雄
モ
田
圃
ヲ
耕
シ
穀
作
ヲ

と
蚕
糸
業
に
利
が
あ
る
こ
と
が
県
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
そ

作
ル
ノ
労
ニ
比
ス
レ
ハ
労
力
半
ハ
ニ
シ
テ
利
益
ハ
却
テ
倍
葎
イ
タ
シ
」
@

71 

し
て
「
当
管
内
ノ
儀
ハ
人
民
古
来
ヨ
リ
田
畑
穀
作
ノ
ミ
ヲ
主
ト
シ
他
ノ
物
産
ヲ
顧
ミ
ス
」
@
と
い
う
実
態
か
ら
、
「
穀
作
ノ
暇
ヲ
以
テ
専
ラ
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桑
苗
植
付
ニ
注
意
可
致
(
中
略
)
区
長
ハ
勿
論
正
劃
戸
長
組
頭
ニ
至
ル
迄
此
意
ヲ
体
認
シ
懇
切
ニ
勧
諭
シ
追
テ
人
民
会
得
ノ
景
況
等
一
小

区
限
可
申
出
」
@
と
説
か
れ
た
。

同
年
、
県
は
「
未
タ
桑
畑
所
持
無
之
専
ラ
山
桑
ニ
テ
飼
立
」
@
て
て
い
た
実
状
に
か
ん
が
み
「
面
々
耕
地
境
風
除
ノ
為
無
用
ノ
雑
木
植

置
候
分
此
節
ヨ
リ
迫
々
相
廃
止
桑
ヲ
以
植
替
両
三
年
ノ
内
一
般
ニ
植
替
候
様
」
@
と
桑
の
植
え
付
け
を
奨
励
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
「
無

用
ノ
雑
木
ヲ
廃
シ
植
立
」
て
た
桑
の
本
数
を
、
毎
年
一

O
月
中
に
報
告
さ
せ
、
「
植
立
ノ
桑
木
盗
伐
或
ハ
苗
木
等
盗
取
候
者
」
@
に
対
し
て

厳
罰
を
も
っ
て
の
ぞ
む
態
度
を
示
し
た
。

岩
手
県
庁
は
、
「
抑
県
下
ノ
産
物
数
多
ナ
ル
中
ニ
其
最
タ
ル
物
ハ
牛
馬
鉱
山
ニ
如
ク
ハ
ナ
シ
」
⑤
と
畜
産
・
鉱
業
を
強
調
し
た
が
、
「
然
レ

ト
モ
之
ヲ
盛
ン
ナ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ハ
多
分
ノ
資
財
ヲ
要
セ
サ
レ
ハ
其
利
ヲ
見
ス
且
戸
毎
ニ
其
業
ヲ
営
ム
能
ハ
ス
」
⑤
と
、
資
本
と
経
営
規
模

の
両
面
に
お
け
る
難
点
を
指
摘
し
た
。
と
と
ろ
が

「
養
蚕
ハ
之
ニ
反
シ
柳
ノ
資
本
ニ
テ
モ
其
業
ヲ
為
シ
得
可
ク
其
利
モ
亦
少
カ
ラ
ス
」
⑤

と
、
養
蚕
業
導
入
の
可
能
性
を
示
し
た
。
小
資
本
・
小
規
模
で
も
戸
毎
に
営
業
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
養
蚕
経
営
の
特
色
は
、

そ
の
ま
ま

蚕
糸
業
一
般
に
通
ず
る
点
で
あ
り
、
中
央
日
本
に
お
い
て
は
開
港
後
、
製
糸
業
の
機
械
化
が
急
速
に
進
ん
だ
原
因
の
一
っ
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。県

は
明
治
六
年
の
二
才
駒
売
上
げ
金
三
一
、
四
六
八
円
三
七
銭
五
厘
の
内
、
県
民
所
得
額
を
一
七
、

一
一
四
円
一
八
銭
四
厘
と
推
定
し

た
。
と
れ
に
対
し
て
、
生
糸
改
会
社
扱
い
(
自
家
用
以
外
)
の
生
糸
九
九
個
一
八
把
、
二
三
、
三
九
八
円
五

O
銭
、
真
綿
七
八
個
、

玉

八
九
七
円
五

O
銭
、
蚕
糸
二
、

二
六
一
枚
、
三
、
三
九
一
円
五

O
銭
の
総
額
三
二
、
六
八
七
円
は
、
ニ
才
駒
に
よ
る
県
民
所
得
の
約
二
倍

に
当
た
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

同
年
は
馬
の
価
格
が
騰
貴
し
、
逆
に
糸
価
が
低
落
し
た
年
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
「
養
蚕
ノ
大
利
ア
ル
コ
ト
論
ヲ
侯
タ
ス
」
⑤
と
し
、



「
元
来
居
宅
ノ
周
辺
又
ハ
畑
ノ
仕
切
等
エ
是
迄
楊
櫨
橋
木
檀
其
他
ノ
雑
木
ヲ
植
付
垣
根
ニ
致
候
得
共
右
ハ
別
段
有
益
ノ
儀
モ
無
之
候
間
悉

皆
之
ヲ
退
ケ
其
跡
エ
良
キ
桑
苗
ヲ
植
付
ル
カ
若
ク
ハ
山
桑
ヲ
撰
ヒ
差
木
ニ
ナ
シ
培
殖
ス
ヘ
シ
」
@
と
指
示
し
た
。
荒
蕪
地
へ
の
植
え
付
け

を
も
勧
奨
し
、
「
桑
苗
ノ
仕
立
ヨ
リ
養
蚕
ノ
次
第
蚕
種
ノ
製
造
等
ニ
至
ル
迄
」
の
指
導
者
と
し
て
各
地
の
世
話
役
を
あ
げ
た
。
特
に
、
前

記
の
「
垣
根
又
ハ
畑
ノ
仕
切
等
」
に
つ
い
て
、
「
速
-
一
植
立
候
様
可
致
然
ル
上
ハ
見
廻
ノ
者
巡
村
為
致
狼
ニ
枝
葉
ヲ
妨
害
不
致
様
厳
重
取

締
可
申
脚
掛
念
ナ
ク
少
シ
ノ
地
面
ト
モ
棄
置
不
申
様
厚
ク
相
心
得
可
申
此
段
及
告
諭
候
」

ω
と
、
巡
回
人
の
派
遣
す
ら
あ
え
て
行
な
い
そ

の
徹
底
を
期
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
明
治
一
五
年
七
月
の
県
令
諭
達
に
は
「
当
管
内
養
蚕
製
糸
ノ
業
年
ヲ
追
テ
隆
盛
ノ
状
景
ニ
趣
キ
実
ニ
欣
賀
ス
ヘ
キ
ノ
時
運
ニ
達

東北地方北部における明治初期の開発政策

セ
リ
」
@
と
あ
り
、
蚕
糸
業
の
発
展
が
卒
直
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
甲
信
及
ヒ
上
州
地
方
ヲ
顧
レ
ハ
其
産
出
ス
ル
所
ノ
蚕

繭
生
糸
名
芦
毎
々
上
流
ニ
位
シ
随
テ
価
格
ノ
貴
キ
当
地
方
産
出
ス
ル
モ
ノ
、
如
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
毎
々
決
利
ヲ
占
メ
該
業
者
ノ
富
栄

他
ノ
能
ク
所
及
ニ
ア
ラ
ス
」
@
と
、
蚕
糸
業
核
心
地
域
と
の
著
し
い
格
差
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
品
質
の
相
違
に
あ
り
、
当
県

の
よ
う
に
、

「
該
業
者
区
々
ノ
旧
慣
ヲ
脱
シ
兼
子
且
生
糸
ノ
細
大
櫨
ノ
寸
尺
及
ヒ
束
子
方
等
同
一
ナ
ラ
ス
加
之
各
自
勝
手
ニ
販
売
ス
ル
ヲ

以
テ
価
格
ヲ
保
ツ
ノ
力
ニ
乏
ク
毎
々
姦
商
ニ
臨
欺
セ
ラ
ル
、
ノ
憂
ア
ル
」
@
地
域
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
付

一
郡
ま
た
は
数
村
の
蚕
糸
同
業
者
が
申
し
合
わ
せ
て
組
合
を
結
成
す
る
事
、
同
「
製
糸
ノ
粗
製
濫
造
ヲ
防
キ
糸
ノ
細

大
鐘
ノ
寸
尺
及
ヒ
束
子
方
等
ヲ
一
斉
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
方
法
ヲ
設
ル
事
」
と
あ
る
よ
う
に
規
格
を
統
一
す
る
事
、
国

生
糸
の
濫
売
を
な
く

し
価
格
の
安
定
を
図
る
事
、
偶

組
合
毎
に
き
ょ
金
を
行
な
い
、
蚕
糸
改
良
費
に
あ
て
る
事
、
日
開

組
合
毎
に
蚕
糸
鑑
査
方
法
を
確
立
す

蚕
糸
器
械
・
揚
げ
わ
く
な
ど
の
改

る
事
、
例

商
擦
を
定
め
、
製
造
人
の
責
任
を
明
確
に
す
る
と
共
に
販
路
の
拡
大
に
資
す
る
事
、
叫
W
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組
合
会
議
を
開
催
す
る
事
、

な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、

長
を
図
る
事
、
例

組
合
の
申
し
合
わ
せ
規
則
を
作
る
事
、
側
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中
央
日
本
に
お
け
る
製
糸
業
核
心
地
域
に
お
い
て
明
治
六
年
以
降
、
盛
ん
に
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
一
五
年
の
県
令

諭
達
に
表
わ
れ
た
の
は
、
東
北
地
方
北
部
に
お
け
る
斯
業
の
歩
み
が
お
そ
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

秋
田
県
で
は
廃
落
置
県
に
よ
り
藩
知
事
生
駒
親
敬
が
解
職
さ
れ
て
東
京
へ
移
住
し
た
際
、
旧
藩
士
族
に
生
計
資
金
と
し
て
手
許
金
五
、

七
O
O円
が
下
付
さ
れ
た
。
そ
と
で
旧
矢
島
藩
少
参
事
で
あ
っ
た
由
利
郡
域
内
村
士
族
佐
藤
政
忠
は
、
「
此
金
額
ハ
徒
ニ
腰
用
ス
ヘ
カ
ラ

ス
後
世
ニ
貯
蓄
シ
テ
永
世
ノ
生
計
ヲ
営
ム
可
キ
基
本
ナ
リ
」
@
と
し
、
「
憤
発
産
業
ノ
一
社
ヲ
設
ケ
仮
ニ
其
長
ト
ナ
リ
専
ラ
貨
殖
ヲ
旨
」
⑦

と
し
た
。
こ
れ
が
同
郡
館
町
の
仮
康
済
義
社
で
あ
り
、
「
其
社
則
タ
ル
ヤ
確
乎
明
瞭
ニ
シ
テ
瓦
解
衰
頚
ノ
弊
筈
ナ
ク
爾
来
勉
メ
テ
百
事
ヲ

統
理
ス
ル
ヨ
リ
旧
藩
士
族
モ
安
ン
シ
テ
其
業
ヲ
励
ム
ニ
至
ル
」
@
と
い
う
盛
況
で
あ
っ
た
。

明
治
六
年
の
家
禄
奉
還
に
際
し
、
旧
矢
島
藩
士
族
は
、
そ
の
秩
禄
公
債
を
も
っ
て
聞
社
に
投
資
し
、
そ
の
後
近
接
し
て
い
た
本
圧
・
亀

田
両
藩
士
族
も
入
社
し
た
の
で
、
同
九
年
の
資
本
金
は
一
八
、
三
五

O
円
に
増
加
し
た
。
同
年
に
お
け
る
桑
樹
本
数
は
三
六
、

0
0
0本

余
、
摘
葉
量
は
一
ニ
、
八
三
五
貫
余
に
達
し
、
前
年
の
約
二
倍
に
な
っ
て
い
た
。

「
僻
陣
ノ
地
方
道
路
険
難
ニ
シ
テ
往
来
運
輸
ノ
便
ヲ
欠
キ
従
テ
人
民
開
明
ニ
疎
ク
未
タ
時
勢
ヲ
弁
知
セ
サ
ル
」
①
こ
の
地
方
に
お
い
て
、

一
O
O人
以
上
の
士
族
授
産
の
効
を
表
わ
し
、
翌
一

O
年
の
生
産
高
は
更
に
倍
す
る
勢
い
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
太
政
大
臣
巡
視

の
際
、
聞
社
に
特
別
の
褒
賞
金
一

O
円
が
与
え
ら
れ
た
。

か
く
て
、
秋
田
県
で
は
、
同
一
二
年
一
一
月
の
勧
業
会
議
に
お
い
て
、
次
の
ニ
項
を
ふ
く
む
決
議
が
な
さ
れ
た
。
第
一

に
は
、
「
養
蚕

製
種
ノ
儀
将
来
偏
ニ
製
糸
ニ
一
変
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
定
メ
漸
次
奨
励
ス
ヘ
シ
」
@
と
製
糸
業
の
振
興
を
目
標
と
し
、
第
こ
に
は
、
「
山
間
僻
地

ノ
養
蚕
家
他
方
ノ
卵
種
ヲ
請
求
ス
ル
ノ
一
偏
ニ
拘
泥
セ
ス
自
製
良
種
ヲ
撰
抜
シ
自
由
ニ
供
ス
ル
事
ヲ
奨
励
ス
へ
シ
」
@
と
蚕
種
の
自
給
を

め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
翌
一
三
年
五
月
、
丙
第
二
四
四
号
に
よ
っ
て
前
記
二
項
を
含
む
決
議
の
認
可
が
達
せ
ら
れ
た
。



二
、
桑
苗
・
蚕
種
払
い
下
げ
策

青
森
県
で
は
、
弘
前
本
町
の
商
人
武
田
甚
左
衛
門
が
、
文
政
年
聞
か
ら
、
津
軽
藩
の
各
村
へ
養
蚕
を
普
及
さ
せ
て
窮
民
の
救
助
を
図
っ

て
い
た
。
連
年
、
自
費
で
蚕
種
を
配
布
し
、
桑
苗
を
各
村
に
植
え
付
け
さ
せ
、
他
郡
か
ら
教
師
を
招
聴
し
て
製
糸
紡
績
の
教
場
を
開
設
し

た
。
こ
の
教
場
に
お
い
て
は
、

士
族
・
平
民
及
び
男
・
女
の
別
な
く
伝
習
さ
せ
、
伝
習
生
に
対
し
て
は
手
当
を
支
給
し
た
。
こ
の
事
業
は

彼
の
子
熊
七
に
受
け
継
が
れ
、
明
治
二
年
以
降
、
し
ば
し
ば
蚕
種
・
桑
苗
な
ど
を
無
償
配
布
し
た
の
で
あ
る
(
第
一
表
)
。

弘
前
覚
仙
町
の
商
人
石
井
利
兵
衛
も
、
多
年
に
わ
た
っ
て
筑
田
父
子
に
協
力
し
、
さ
ら
に
自
費
で
製
糸
紡
績
所
を
建
設
し
教
師
を
招
聴

東北地方北部における明治初期の開発政策

し
て
伝
習
に
意
を
尽
し
た
。

武
田
熊
七
・
石
井
利
兵
衛
の
両
人
に
対
し
て
は
、
明
治
八
年
、
内
務
省
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
銀
盃
三
ツ
組
一
重
・
一
円
五

O
銭
の
両
賞
が
贈

ら
れ
た
。

ま
た
、
同
年
、
茨
城
県
貫
属
井
坂
中
夫
は
養
蚕
普
及
の
た
め
の
区
戸
長
経
由
で
桑
首
を
廉
売
し
た
。

一
方
、
県
庁
は
明
治
六
年
、
桑
首
を
本
場
か
ら
一
括
購
入
し
て
、

一
本
平
均
一
一
五
文
の
価
格
で
払
い
下
げ
た
。
こ
れ
ま
で
山
蚕
が
少

な
く
な
か
っ
た
実
状
に
か
ん
が
み
、
払
い
下
げ
希
望
本
数
を
区
毎
に
集
計
し
て
申
し
込
ま
せ
た
の
で
あ
る
。

岩
手
県
庁
は
、
明
治
三
年
桑
苗
の
払
下
げ
@
に
際
し
て
は
三
カ
年
賦
上
納
を
許
可
し
、
翌
四
年
に
は
福
島
県
伊
達
郡
か
ら
良
質
蚕
卵
紙

を
購
入
し
て
、
物
産
所
経
由
で
希
望
者
に
貸
与
し
た
。
翌
五
年
、
本
庁
勧
業
課
・
開
拓
使
(
北
海
道
)
お
よ
び
伊
達
郡
に
お
い
て
生
産
さ

れ
た
蚕
卵
祇
も
、
開
成
所
を
経
由
し
て
貸
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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同
五
年
、
大
沢
川
原
元
菜
園
場
に
植
え
付
け
て
あ
っ
た
桑
親
木
二

O
O本
、
山
桑
(
三
年
六
月
四
、

0
0
0本
、
二
年
六
月
二

O
、
0
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武田熊七無償出資

年 摘 要

明治 2年 117円25銭 蚕種335枚提出

3 81. 55 11 233 g 

4 101. 50 I1 290 ， 
5 180. 00 ， 450 Q 

6 76. 00 Q 190 ， 
7 240. 00 グ 400 ， 
Q 254. 16 桑畑開墾・桑種まき付け培養・苗木植立・その他の経費

8 405. 00 益種900枚提出

Q 300. 00 害罪苗掘り取り植え付け等の総経費

言十 1，755. 46 

第 1表

0
0本
)
な
ど
が
租
税
課
経
由
で
払
い
下
げ
ら
れ
た
。

同
一
二
年
九
月
一

O
日
の
県
丙
第
五
四
号
に
よ
れ
ば
、
桑
苗
払
い
下
げ
に
当
た
つ

て
、
二
、

0
0
0本
以
上
・
玉
虫
以
遠
の
土
地
に
対
し
て
は
、
県
が
運
賃
を
負
担
し
た

模
様
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
「
稀
ニ
ハ
自
分
商
業
ノ
為
払
下
ヲ
請
ケ
之
ヲ
他
管
内
に
販

売
侯
者
」
@
が
あ
っ
た
が
、
県
は
彼
等
に
対
し
て
は
原
則
的
に
払
い
下
げ
を
禁
じ
て
い

た
。
し
か
し
、
周
年
、
県
は
、
彼
等
に
対
し
て
も
「
苗
木
ノ
都
合
ニ
寄
テ
ハ
可
払
下
義

モ
可
有
之
」
@
と
し
、
そ
の
代
り
に
、
前
記
の
運
賃
補
助
の
特
典
を
与
え
ず
、
現
金
即

納
を
命
じ
た
。

県
の
桑
苗
払
い
下
げ
事
業
が
、
商
人
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
次
の

二
点
を
指
摘
出
来
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
付

蚕
糸
業
不
振
の
岩
手
県
が
、
不
振
で
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
打
ち
出
し
た
勧
奨
策
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
事
、
同

当
時

の
蚕
系
業
ブ
1
ム
が
盛
大
で
あ
り
、
商
人
の
販
売
ル

l
ト
が
県
の
勧
奨
策
を
契
機
と
し

て
拡
張
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。
特
に
、
政
策
が
そ
の
領
域
(
県
内
)
を
越
え
て
直
接

的
に
波
及
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

一
方
、
県
内
で
の
桑
首
需
要
が
盛
大
な
勧
奨
策

に
伴
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
記
の
丙
第
五
四
号
が
達
せ
ら

れ
て
か
ら
五
日
後
の
九
月
一
五
日
県
丙
第
五
八
号
に
は
、
「
数
十
万
ノ
苗
木
自
然
〉
出
願

ノ
数
僅
少
植
付
季
節
ヲ
後
レ
残
木
ヲ
生
シ
候
テ
ハ
処
分
差
支
候
条
季
節
前
管
内
払
下
ノ



員
数
ヲ
定
メ
残
木
有
無
取
調
処
分
可
致
儀
-
一
有
之
然
ル
処
未
タ
出
願
ノ
数
僅
少
多
分
ノ
残
木
モ
有
之

E
植
付
季
節
余
日
モ
有
之
儀
ニ
付
更

ニ
来
ル
十
月
十
日
迄
延
期
候
」
と
あ
る
。
県
内
に
お
け
る
払
い
下
げ
希
望
数
が
少
な
く
、
八
月
三

O
日
の
申
込
期
限
が
一

O
月
一

O
日
ま

で
延
長
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

払
い
下
げ
ら
れ
た
桑
苗
は
、
明
治
二
二
年
ま
で
は
、

と
こ
ろ
が
、
「
未
タ
充
分
ノ
語
根
ヲ
生
セ
サ
ル
為

一
年
苗
ば
か
り
で
あ
っ
た
@
o

メ
遠
方
へ
逓
送
ス
ル
分
ハ
多
少
損
傷
ノ
患
ヲ
不
免
」
⑫
と
い
う
品
質
上
の
欠
陥
が
あ
っ
た
た
め
、
二
年
苗
を
も
栽
培
す
る
こ
と
に
な
り
、

同
一
四
年
の
二
年
苗
払
い
下
げ
本
数
は
三
五

l
三
六
万
本
に
及
ん
だ
。
払
い
下
げ
価
格
は
一
本
七
厘
で
あ
り
、
運
送
費
補
助
お
よ
び
年
賦

上
納
の
点
は
、

一
年
苗
と
同
様
で
あ
っ
た
。
二
年
首
の
価
格
は
、

一
年
苗
の
二
倍
以
上
で
あ
っ
た
が
、
実
益
は
よ
り
大
き
か
っ
た
と
み
ら

東北地方北部における明治初期の開発政策

れ
る
。更

に
翌
一
五
年
一

O
月
二
七
日
の
布
令
に
よ
っ
て
、

一
年
苗
の
払
い
下
げ
は
、
全
面
的
に
廃
止
さ
れ
た
。
か
く
て
二
年
苗
の
価
格
は
一

本
五
厘
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
代
わ
り
に
、
三
年
賦
か
ら
二
年
賦
へ
と
返
還
期
聞
が
短
縮
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
一
六
年
九
月
一

O
日
付
、

県
令
代
理
大
書
記
官
か
ら
の
甲
告
第
二

O
二
号
で
は
、
再
ぴ
、

一
六
年
以
降
三
カ
年
賦
徴
収
と
改
定
さ
れ
た
か
ら
、
結
局
、
実
質
的
な
価

格
の
低
落
は
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

秋
田
県
で
は
秋
田
郡
川
尻
村
の
農
民
川
村
永
之
助
が
、
明
治
四
・
五
両
年
に
わ
た
っ
て
蚕
種
第
一
等
を
受
賞
し
、
翌
六
年
、
蚕
種
大
総

代
に
な
っ
た
。
彼
の
祖
父
太
一
郎
は
、
文
政
年
聞
に
養
蚕
を
創
始
し
て
県
下
養
蚕
の
端
緒
を
な
し
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
は
祖
父
の
業
を
継

承
し
て
養
蚕
植
桑
の
方
法
を
研
究
し
「
桑
蚕
養
法
」
と
い
う
書
物
を
著
わ
し
た
。
蚕
種
大
総
代
に
就
任
し
た
後
、
「
貧
民
共
ノ
桑
苗
ヲ
買

フ
資
本
ニ
之
シ
ク
開
産
ノ
志
ヲ
遂
ル
能
ハ
サ
ル
ヲ
憂
ヒ
桑
苗
壱
万
本
(
価
格
一

O
五
円
)

ヲ
千
五
百
人
余
ト
地
味
適
当
ノ
村
々
へ
分
賦
施
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与
」
@
し
た
。
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三
、
開

懇

政

策

青
森
県
で
は
明
治
四
年
一
一
月
、
弘
前
の
城
郭
跡
に
桑
や
茶
を
植
え
、

「
数
十
百
戸
生
産
ノ
地
ヲ
得
可
申
其
郭
内
ノ
建
家
井
雑
木
等
ノ

類
ハ
夫
々
売
却
仕
授
産
開
墾
ノ
資
ニ
充
」
@
て
る
こ
と
を
申
請
し
た
。
な
お
、
八
戸
・
七
戸
等
の
外
郭
は
出
張
所
の
官
舎
に
桑
・
茶
を
植

え
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
と
れ
ら
に
対
し
て
、
所
轄
官
庁
で
あ
っ
た
兵
部
省
は
、
追
っ
て
達
し
の
あ
る
ま
で
は
従
前
通
り
と
す
べ
き

こ
と
を
指
令
し
た
。弘

前
は
「
従
前
畑
地
至
テ
稀
少
ニ
有
之
地
所
差
支
」
⑮
え
て
い
た
の
で
、

轄
の
旧
城
郭
内
(
開
墾
地
一
町
四
敵
歩
)
を
借
用
し
て
、
桑
台
木
五
、

0
0
0本
余
、
同
苗
木
二
五
、

0
0
0本
を
植
え
付
け
た
。

明
治
七
年
、

佐
藤
庸
之
助
外
二
人
が
青
森
(
陸
軍
)
営
所
々

旧
斗
南
県
貫
属
士
族
卒
が
開
拓
し
た
三
本
木
の
新
開
地
八
二
二
、
九

O
二
坪
(
牧
場
面
積
を
ふ
く
む
)
に
お
い
て
は
、
桑
苗
六
八
、
ニ

二
四
本
を
植
え
付
け
て
、
繭
一
二
石
四
斗
五
升
六
合
、
掛
綿
二
貫
九

O
匁
、
蚕
卵
紙
二
二
九
枚
、
生
糸
一
六
貫
四

O
八
匁
余
、
口
糸
一
貫

一
七
五
匁
七
歩
、
手
撚
系
一
貫
九

O
八
匁
七
分
、
真
綿
八
貫
四
一
二
匁
の
生
産
を
挙
げ
た
。

旧
斗
南
県
士
族
の
婦
女
子
は
出
身
地
会
津
若
松
に
お
い
て
蚕
糸
業
の
経
験
を
も
っ
て
い
た
。
県
は
明
治
五
年
四
月
、
将
来
の
蚕
糸
業
指

導
者
を
養
成
す
る
た
め
、
彼
女
達
の
中
か
ら
精
練
者
一

O
数
名
を
選
ん
で
設
立
早
々
の
富
岡
製
糸
場
へ
伝
習
派
遣
さ
せ
る
こ
と
を
菓
議
し

た。

こ
れ
に
対
す
る
勧
農
寮
指
令
に
示
さ
れ
た
採
用
条
件
は

「
是
迄
繰
糸
精
練
女
子
ノ
内
年
令
十
五
才
ヨ
リ
二
十
五
才
迄
ノ
モ
ノ
」
⑬

五
名
で
あ
っ
た
が
、
結
局
翌
六
年
六
月
、
適
格
者
九
名
が
派
遣
さ
れ
た
。

同
開
拓
は
、
明
治
五
年
以
降
五
カ
年
毎
年
米
一
八
、

0
0
0石
を
下
付
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
窮
迫
に
陥
り
、
翌
六
年

一
月
に
は
、
同
七
・
八
両
年
分
米
三
六
〉

0
0
0石
余
(
代
金
二
六
、

0
0
0円
)
の
操
り
揚
げ
支
給
願
が
再
度
提
出
さ
れ
た
。
同
六
年



三
月
に
は
「
他
管
下
へ
送
籍
望
之
者
ハ
一
人
ニ
付
米
二
俵
金
弐
円
ッ
、
差
遣
更
ニ
今
般
別
段
之
評
議
ヲ
以
テ
為
資
本
壱
戸
ニ
付
金
一

O
円

ッ
、
差
遣
但
爾
来
官
給
ヲ
不
仰
旨
誓
書
差
出
可
申
最
(
品
ん
ノ
誤
カ
〉
米
之
儀
ハ
代
価
ヲ
以
テ
相
渡
候
事
」
@
と
管
外
退
散
者
へ
の
対
策
が
た
て
ら
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
管
内
の
自
立
希
望
者
に
は
、
「
壱
人
ニ
付
米
五
俵
金
五
円
差
遣
シ
更
ニ
今
般
別
段
之
評
議
ヲ
以
テ
為
資
本
壱
戸
ニ

同
年
四
月
の
規
則
で
は
、
定
員
二

O
O人
(
第
一
条
)
、
年
令
一
八

l
四
五
才
・
身
体
強

付
金
五
円
ッ
、
差
違
候
事
」
@
と
定
め
ら
れ
わ
。

健
(
第
二
条
)
の
条
件
が
付
け
ら
れ

第
三
条

家
宅
井
培
養
種
物
貸
渡
候
事
但
家
税
ハ
活
計
見
込
相
立
候
吃
量
産
品
開
候
事

第
四
条

地
所
五
反
歩
御
払
下
願
出
即
金
上
納
可
致
事
但
本
文
地
代
金
ハ
貸
下
候
間
無
利
足
五
カ
年
賦
上
納
之
事

東北地方北部における明治初期の開発政策

第
五
条

五
反
歩
起
方
入
費
ト
シ
テ
金
弐
円
弐
拾
五
銭
貸
下
候
事

第
六
条

米
壱
石
八
斗
差
遣
候
事
但
六
カ
月
ニ
割
下
候
事

第
七
条

農
業
格
別
相
働
候
者
ハ
其
時
々
評
議
ニ
寄
リ
増
米
差
遣
候
儀
モ
可
宥
之
侯
事

な
ど
の
助
成
策
が
と
ら
れ
た
。

開
拓
者
三
二
八
戸
の
出
身
地
は
、
小
稲
(
五
一
戸
)
・
並
木
(
四
二
戸
)
・
金
崎
(
四
七
戸
)
・
六
日
町
(
五
二
戸
)
・
八
戸
道
(
三

O
戸
)
・
三

沢
(
一

O
六
戸
)
に
わ
た
り
、
総
資
金
一
七
八
、
三

O
四
円
四

O
銭
余
、
米
四
、
二
六
二
石
九
斗
余
(
明
治
六
年
現
在
)
を
必
要
と
し
た
。

そ
し
て
翌
七
年
三
月
、

H
H

開
拓
失
敗
H

の
熔
印
が
押
さ
れ
、

『
戸
数
三
二
八
戸
(
人
口
一
、

五
一
五

池
田
権
令
が
任
ぜ
ら
れ
る
や
、

人)、

一
人
四
カ
年
分
米
五
石
八
斗
四
介
、
向
四
カ
年
分
総
計
米
七
、
八
四
七
石
六
斗
』
を
一
時
金
と
し
、
「
従
来
開
墾
ノ
畑
地
鍬
下
一

O

カ
年
無
税
ヲ
以
テ
其
億
給
附
シ
或
ハ
営
業
ヲ
変
シ
或
ハ
他
方
ニ
移
転
候
共
一
切
束
縛
ヲ
不
加
随
意
ニ
致
営
候
様
御
達
」
@
と
し
て
解
散
さ
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せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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北
国
の
こ
の
よ
う
に
悪
条
件
に
満
ち
た
開
墾
事
業
の
中
に
あ
っ
て
も
、
蚕
糸
業
勧
奨
策
が
一
貫
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
に
お
け
る
わ

が
国
蚕
糸
政
策
の
徹
底
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
方
、
当
時
、

い
か
に
蚕
糸
ブ
l
ム
時
代
で
あ
っ
て
も
、
蚕
糸
業
さ
え
導
入
す
れ
ば
、
開
墾

に
成
功
し
得
る
な
ど
と
い
う
浅
見
は
払
し
よ
く
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
教
訓
を
含
ん
で
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
一
蚤
糸

業
発
展
の
た
め
の
素
地
が
問
題
と
な
ろ
う
。
当
時
広
大
な
新
聞
墾
地
を
蚕
糸
業
隆
盛
地
た
ら
し
め
る
に
は
、
資
本
・
労
働
力
・
市
場
な
ど

の
諸
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
蚕
糸
奨
励
策
は
開
墾
地
に
お
け
る
桑
の
植
え
付
け
よ
り
も
、
む
し
ろ
既
墾
地
に
お
け
る
桑
へ
の

作
付
げ
転
換
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

岩
手
県
で
は
、
明
治
三
年
、
「
藁
葬
荊
椋
及
ヒ
溝
渠
ノ
両
岸
揮
テ
良
田
圃
ニ
開
墾
ス
可
カ
ラ
サ
ル
間
地
ヲ
貸
シ
下
ケ
桑
椿
ヲ
植
シ
メ
或

ハ
官
ニ
買
揚
ケ
或
ハ
売
リ
下
ケ
各
自
人
民
ノ
家
産
ヲ
起
サ
シ
メ
」
@
る
布
令
を
出
し
た
。
特
に
、
「
川
端
渠
縁
土
手
原
野
空
地
総
テ
田
畑
ニ

相
成
不
申
場
所
」
@
を
連
名
で
見
立
て
て
桑
・
諸
を
植
え
よ
う
と
す
る
農
家
に
は
、
三

O
O坪
以
内
の
土
地
を
貸
与
し
た
。

更
に
田
畑
の
境
界
な
ど
へ
「
サ
ツ
キ
ツ
ツ
ジ
」
な
ど
無
用
の
草
木
を
植
え
て
あ
る
も
の
は
抜
木
し
て
桑
を
植
え
替
え
さ
せ
た
。

ま
た
、
夏
蚕
(
悪
蚕
)
を
成
る
べ
く
避
け
て
春
蚕
だ
け
を
飼
養
す
る
よ
う
奨
励
し
た
。

周
年
、
花
巻
横
川
目
村
小
原
宇
兵
衛
外
四
人
か
ら
、

そ
の
所
有
地
八

O
O坪
(
民
平
川
上
酉
土
手
戸
花
)

に
桑
椿
三
、
二

O
O本
を
栽

植
し
て
献
上
し
た
い
旨
の
願
が
出
さ
れ
許
可
さ
れ
た
。

秋
田
県
に
お
け
る
秋
成
社
は
、
無
産
者
に
対
す
る
授
産
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
結
社
で
あ
っ
た
。
聞
社
は
、
社
員
の
内
、
開
墾
作

業
に
堪
え
得
る
者
の
家
族
五

O
戸
余
を
開
墾
地
に
移
住
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
老
弱
婦
女
子
は
開
墾
作
業
に
従
事
出
来
な
い
の
で
、
明
治

一
三
年
以
降
、
新
屋
の
養
蚕
試
験
場
内
の
桑
畑
を
一
部
借
用
し
て
養
蚕
を
営
ん
で
い
た
が
、

そ
の
戸
数
は
二

O
戸
余
に
達
し
て
い
た
。
同

社
は
、
発
足
以
来
「
老
弱
婦
女
子
(
中
略
)

ハ
養
蚕
等
一
一
従
事
不
為
致
候
テ
ハ
開
墾
地
成
熟
迄
ノ
間
取
続
方
困
難
」
を
見
込
み
、
同
一
一



年
以
降
、
養
蚕
試
験
場
(
新
屋
)

の
桑
畑
・
蚕
室
・
器
械
な
ど
の
払
い
下
げ
ま
た
は
借
用
を
、
数
回
に
わ
た
っ
て
出
願
し
て
い
た
の
で
あ

る。
同
社
は
、
寺
内
村
将
軍
野
に
桑
畑
四

O
町
歩
を
所
有
し
て
い
た
が
、
同
一
三
年
の
新
墾
地
で
あ
っ
た
関
係
上
、
同
一
八

l
一
九
年
に
な

ら
な
い
と
摘
莱
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
上
述
の
桑
畑
の
一
部
借
用
だ
け
で
は
、
「
何
分
社
員
取
・
纏
就
業
可
致
場
合
ニ
難
相
成
」
@
と

い
う
事
情
も
あ
り
、
同
一
四
年
三
月
に
は
、
前
述
の
養
蚕
試
験
場
(
新
屋
)
の
桑
畑
・
蚕
室
・
器
械
な
ど
に
対
す
る
五
カ
年
間
借
用
願
を

出
し
た
。
そ
の
使
用
料
は
、
「
生
徒
取
立
養
蚕
改
良
等
ノ
失
費
モ
不
少
」
@
と
の
理
由
で
、
年
間
三
五

O
円
と
し
た
い
旨
を
も
追
記
し
た
。

「
当
社
開
墾
モ
漸
次
各
所
ニ
着
手
仕
侯
見
込
ニ
御
座
候
問
追
々
養
蚕
ノ
利
益
ヲ
以
テ
御
県
内
各
所
ニ
モ
養
蚕
試
験
場
等
相
設
尚
又
養
蚕
篤

東北地方北部における明治初期の開発政策

志
ノ
者
ハ
本
年
ヨ
リ
モ
夫
々
伝
習
為
致
一
般
ノ
養
蚕
改
良
相
成
候
様
蛇
度
尽
力
可
仕
」
@
と
心
得
る
か
ら
是
非
借
用
し
た
い
と
請
願
し
た

の
に
対
し
て
、
建
物
・
蚕
宝
及
び
付
属
器
械
使
用
料
年
一

O
円
、
桑
畑
地
代
一
町
歩
に
つ
き
月
二
五
円
を
条
件
と
す
る
貸
与
許
可
の
指
令

が
あ
っ
た
。

桑
畑
面
積
は
八
町
歩
で
あ
っ
た
か
ら
地
代
は
年
二
、

四
O
O円
で
あ
り
、
こ
れ
に
建
物
及
び
諸
施
設
使
用
料
年
一

O
円
を
加
え
る
と
総

額
二
、

四
一

O
円
と
な
り
、
使
用
願
に
よ
る
希
望
額
三
五

O
円
の
約
七
倍
に
当
た
っ
て
い
た
。
授
産
結
社
が
、
と
の
よ
う
な
高
額
を
も
っ

て
、
勧
業
課
直
轄
の
施
設
を
利
用
し
得
た
こ
と
は
、
授
産
企
業
の
生
産
性
が
あ
る
程
度
ま
で
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
事
を
物
語
っ
て
い
る
@
。

業

施

設

四
、
勧

岩
手
県
庁
は
、

明
治
七
年
、
盛
岡
葺
手
町
の
商
人
木
村
勝
平
の
所
有
地
一
、
四
五
九
坪
を
買
収
し
て
、
種
芸
試
験
所
を
建
設
し
た
。
苗
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桑
を
植
え
付
け
、
養
蚕
所
及
び
製
糸
所
を
建
築
し
、
器
械
を
設
置
し
教
師
を
招
轄
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
娼
妓
賦
金
の
内
か
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ら
支
出
さ
れ
、
県
内
の
有
志
者
が
実
務
に
携
わ
っ
た
。
養
蚕
所
々
長
は
、
寄
留
人
茨
城
県
平
民
鈴
木
球
造
・
岩
手
県
士
族
沼
宮
内
秀
茂
の

両
人
、
製
糸
所
々
長
は
、
明
治
七
年
七
月
に
蚕
種
大
総
代
に
任
ぜ
ら
れ
た
井
上
覚
兵
衛
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
資
金
の
欠
乏
と
技
術
の
低

劣
は
お
お
い
難
く
、
井
上
覚
兵
衛
は
鋭
意
運
営
に
専
念
し
た
。
明
治
八
年
を
試
験
的
操
業
と
し
、
後
年
、
資
金
不
足
に
立
ち
至
れ
ば
富

商
・
豪
農
を
説
い
て
募
金
し
、
余
剰
金
を
生
じ
た
場
合
は
県
庁
へ
納
入
す
る
こ
と
と
し
た
@
。

一
、
四
五
九
坪
の
敷
地
は
第
二
種

但
し
、

官
有
地
と
さ
れ
、
そ
の
管
理
費
を
養
蚕
・
製
糸
両
所
が
負
担
し
た
。

養
蚕
所
々
則
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

刷局併科仲村

資
本
金
は
二

O
O円
。
一
株
(
ニ

O
円
)
に
つ
き
六
人
以
上
の
共
同
所
有
は
認
め
ら
れ
な
い
。

蚕
種
・
桑
葉
な
ど
の
購
入
費
や
雑
費
な
ど
は
資
本
金
か
ら
支
出
さ
れ
る
。

雇
ょ
う
人
に
も
持
ち
株
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。

純
益
は
持
ち
株
に
応
じ
て
配
当
さ
れ
る
。

養
蚕
中
の
不
作
を
理
由
と
し
て
退
社
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

事
故
の
た
め
に
退
社
す
る
者
は
、
成
繭
以
前
な
ら
ば
株
金
だ
け
の
返
還
を
受
け
る
事
が
出
来
る
。

ま
た
製
糸
所
々
則
の
内
容
は

同 料伺討 tう

資
本
金
は
五

O
O円
。
一
株
は
五
O
円
で
共
同
所
有
の
制
限
は
養
蚕
所
と
同
じ
で
あ
る
。

生
繭
購
入
費
・
雑
費
な
ど
は
資
本
金
か
ら
支
出
さ
れ
る
。

生
糸
価
格
は
日
々
の
相
場
に
従
い
、
各
月
毎
に
集
計
し
て
決
算
す
る
。

生
糸
は
所
内
の
協
議
を
経
て
か
ら
売
却
さ
れ
る
。
純
益
の
配
当
は
養
蚕
所
と
円
し
で
あ
る
。

事
故
の
た
め
に
退
社
す
る
者
は
月
末
以
前
な
ら
ば
株
金
だ
け
の
返
還
を
受
け
る
事
が
出
来
る
。

と
な
っ
て
い
た
。



種
芸
試
験
所
は
県
庁
の
意
図
で
発
足
し
、
従
っ
て
敷
地
は
官
有
地
で
あ
っ
た
も
の
の
、
養
蚕
・
製
糸
両
所
の
運
営
は
独
立
採
算
を
骨
子

と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
経
営
面
で
は
、
例
え
ば
養
蚕
所
々
則
伺
の
よ
う
な
無
限
責
任
制
が
採
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
製
糸
所
々
則

制
の
よ
う
に
所
員
一
般
の
経
営
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
明
治
初
期
に
お
け
る
会
社
経
営
の
実
相
を
示
し
て
い
た
。
特
に
前
述
の
よ
う

に
、
同
所
が
資
金
面
で
行
き
詰
ま
れ
ば
富
商
・
豪
農
に
よ
る
在
来
資
本
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
ゃ
、
県
が
斯
業
の
発
展
を
通
じ

て
間
接
的
に
財
政
の
充
実
化
を
め
ざ
し
た
点
な
ど
が
注
目
さ
れ
、
官
名
を
冠
す
る
民
間
経
営
の
一
例
と
し
て
意
義
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
次
に
掲
げ
る
試
験
所
(
盛
岡
内
丸
)

む
し
ろ
官
営
が
望
ま
れ
た
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

の
場
合
は
、

県
は
同
所
構
内
に
蚕
舎
を
建
築
し
製
糸
器
械
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
熊
谷
県
か
ら
養
蚕
教
師
を
招
聴
し
、
養
蚕
法
及
び
器
械
組
立
て
法

東北地方北における明治初部期の開発政策

県
内
に
お
け

る
従
来
の
器
械
ひ
き
製
糸
よ
り
も
上
質
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
創
業
之
際
不
慣
之
器
械
殊
ニ
初
習
ノ
婦
女
子
ニ
テ
虚
ク
繭
ヲ
消
耗
シ
漸

'
ク
熟
達
之
利
害
ヲ
相
見
候
工
女
ハ
退
場
致
シ
自
宅
於
テ
製
糸
取
行
候
由
ニ
テ
授
業
人
之
多
キ
ニ
随
ヒ
損
金
相
嵩
ミ
永
続
難
相
成
」
@

授
産
所
的
性
格
の
た
め
に
起
こ
る
赤
字
経
営
を
免
か
れ
な
か
っ
た
。

の
伝
習
を
実
施
し
た
。
製
糸
器
械
は
、

生
繭
一
五
石
の
処
理
能
力
が
あ
り
、

製
品
は
、

水
車
動
力
に
よ
る
一
人
繰
器
械
で
、

と
あ

る
よ
う
に
、

か
く
て

λ

明
治
八
年
八
月
、
「
目
下
ニ
損
金
有
之
ル
ヲ
強
テ
社
中
ニ
為
取
行
候
筈
ニ
ハ
参
リ
兼
候
ニ
付
官
業
一
一
取
行
無
産
之
士
族
許
多

之
人
員
へ
工
芸
授
与
相
成
候
様
致
度
仕
払
之
儀
ハ
賦
金
之
内
ヲ
以
繰
替
置
売
却
相
成
候
ハ
、
民
入
取
計
可
申
損
益
之
有
無
其
他
賦
金
遣
払

之
義
者
詳
細
取
調
年
末
ニ
上
申
可
仕
候
間
御
聞
届
被
下
度
此
段
申
上
候
」
@
と
あ
る
よ
う
に
、
独
立
採
算
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
む
し

ろ
官
営
を
請
願
し
、
内
務
省
の
許
可
を
得
た
の
で
あ
る
。

同
所
は
翌
九
年
六
月
、
養
蚕
を
試
験
的
に
創
始
し
、
群
馬
県
佐
波
郡
島
村
及
び
福
島
県
福
島
か
ら
教
師
二
名
を
招
聴
し
て
伝
習
工
女
を
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募
つ
介
。
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種
芸
試
験
場
及
び
内
丸
試
験
場
の
外
に
、
県
庁
は
明
治
八
年
以
来
、
数
種
の
伊
達
桑
を
購
入
し
て
盛
岡
菜
園
場
に
槙
え
付
け
、

一
本
に

っ
き
三
屋
、
三
カ
年
賦
で
県
内
に
払
い
下
げ
た
。
そ
し
て
同
一
二
年
七
月
ま
で
に
檀
え
付
け
た
一
四
万
株
を
親
株
と
し
、

そ
れ
以
降
毎
年

新
苗
を
払
い
下
げ
た
の
で
あ
る
。
同
年
、
と
れ
ま
で
借
地
で
あ
っ
た
八
町
二
反
余
を
二
、
九
四
五
円
の
価
格
で
地
方
税
財
源
に
よ
り
買
収

し
た
。秋

田
県
に
お
い
て
は
、

φ

河
辺
郡
百
三
段
新
屋
村
の
旧
藩
の
桑
園
が
、
明
治
九
年
、
第
一
養
蚕
試
験
場
(
第
二
種
官
有
地
)
と
し
て
継
承

さ
れ
た
。
雄
物
川
沿
岸
に
位
置
し
、
俗
に
歩
桑
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
旧
藩
時
代
に
植
え
付
け
ら
れ
た
桑
は
、
樹
令
五

O
年
を
越
え
た
も
の

も
あ
っ
て
、

一
般
に
老
朽
化
し
葉
量
が
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
敷
地
八
町
歩
余
を
一
¥
ニ
区
に
分
割
し
、
同
一

O
年
以
降
、
毎
年
適
宜
に

植
え
替
え
る
こ
と
と
し
た
。
同
一
一
年
の
摘
葉
量
は
六
、
八
八

O
貫
余
に
達
し
、
同
場
で
使
用
さ
れ
る
ほ
か
一
般
希
望
者
に
も
払
い
下
げ

ら
れ
た
。
県
内
の
主
要
養
蚕
地
方
は
雄
勝
郡
で
あ
り
、
そ
の
他
の
諸
郡
で
は
「
山
間
僻
地
モ
毎
戸
養
蚕
ニ
従
事
ス
ト
難
モ
其
飼
養
ノ
粗
ナ

ル
カ
為
メ
ニ
良
種
良
糸
ヲ
製
出
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
」
@
と
い
う
実
状
で
あ
っ
た
の
で
「
該
場
ニ
蚕
室
ヲ
築
キ
各
郡
村
ヨ
リ
生
徒
ヲ
募
集
シ

実
際
経
験
伝
習
セ
シ
メ
テ
一
般
ノ
飼
養
ヲ
改
良
ス
ル
」
@
事
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
同
一
三
年
、
養
蚕
熟
練
者
数
名
を
雇
傭
し
て

蚕
種
試
験
を
実
施
し
@
、

原
種
一
七
枚
七
分
五
厘
、
蚕
種
一
、
二
六
九
枚
の
生
産
を
あ
げ
た
が
、

そ
の
内
輸
出
蚕
種
一
、

0
0
0枚
は
好

評
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
四
年
、
前
述
の
よ
う
に
秋
成
社
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

県
は
明
治
一

O
年、

南
秋
田
郡
川
尻
村
内
の
民
有
地
一
町
三
反
余
を
買
収
し
て
、
従
来
の
国
有
地
と
合
わ
せ
総
面
積
三
町
二
反
余
(
第

二
種
官
有
地
)
の
第
二
養
蚕
試
験
場
を
設
立
し
た
。
こ
れ
ま
で
「
桑
苗
採
取
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
甚
タ
寡
キ
ヲ
以
テ
逐
次
蚕
事
ノ
盛
大
ニ
際

シ
テ
殆
ン
ト
差
問
ヲ
生
ス
ル
砂
ナ
カ
ラ
ス
」
@
と
い
う
実
態
に
か
ん
が
み
、
翌
一
一
年
に
は
買
収
地
に
お
い
て
一

O
、
五
四
七
本
の
桑
苗

を
採
取
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
翌
一
二
年
に
お
け
る
桑
苗
需
要
本
数
は
一
一
万
本
余
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
該
試
験
場



を
経
由
し
て
他
県
か
ら
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
お
従
来
の
国
有
地
分
一
町
八
反
余
に
は
、
桐
・
椿
な
ど
の
苗
木
が
植
え
付

げ
ら
れ
て
い
た
。

前
述
の
蚕
種
大
総
代
川
村
永
之
助
は
、
明
治
一

O
年
四
月
、
県
内
の
養
蚕
家
へ
桑
首
一
九
、

0
0
0本
(
見
積
価
格
一
六
六
円
二
一

銭
、
運
賃
三
五
円
、
計
二

O
一
円
二
一
銭
)
を
寄
付
し
た
事
に
よ
り
、
再
び
銀
盃
一
個
を
も
っ
て
褒
賞
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
一
肩
書
に
『
平

民
元
六
徳
組
頭
取
』
と
あ
る
。
六
徳
組
は
、
明
治
初
年
の
蚕
種
輸
出
以
来
、
唯
一
の
輸
出
手
続
代
行
機
関
で
あ
っ
た
が
、
同
九
年
数
組
に

分
派
し
、
中
で
も
川
尻
組
が
蚕
糸
類
輸
出
に
お
け
る
独
占
的
な
機
関
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
川
尻
組
蚕
種
は
「
巳
ニ
内
外
人
ノ
糞
望
ニ
適
ス
ル
ヲ
以
テ
人
々
其
奇
剥
ヲ
逐
ヒ
製
造
ス
ル
モ
ノ
年
々
増
加
シ
其
勢
ヒ
将
ニ
粗

東北地方北部における明治初期の開発政策

製
濫
造
ノ
弊
ニ
陥
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
景
状
」
@
を
呈
し
た
。
養
蚕
試
験
場
も
同
組
に
加
入
し
「
専
ラ
製
種
ニ
従
事
シ
営
業
人
ノ
標
準
ト
ナ
リ

以
テ
粗
濫
ノ
弊
ヲ
絶
チ
」
@
価
格
維
持
に
努
め
て
き
た
が
、
ご
二
年
、
「
巳
ニ
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
梢
其
弊
害
ノ
憂
慮
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

然
陀
猶
該
組
ト
組
合
ヲ
同
ウ
ス
ル
件
ハ
人
民
或
ハ
干
渉
射
利
ノ
疑
ヲ
惹
キ
起
ス
モ
ノ
無
キ
ニ
ア
ラ
ス
」
@
と
の
理
由
を
も
っ
て
、
同
組
か

ら
脱
退
す
る
に
至
っ
た
。
同
組
の
企
業
性
の
向
上
と
、
「
原
費
仕
上
ノ
価
格
ヲ
以
テ
管
内
養
蚕
人
ノ
需
要
ニ
供
シ
漸
次
一
般
ノ
改
良
ヲ
図

ル
」
@
試
験
場
の
方
針
と
の
対
照
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
勧
業
政
策
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
民
間
の
動
き
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
か
く
し

て
、
「
管
下
一
般
ノ
改
良
ヲ
見
ル
ノ
日
ニ
ハ
本
庁
別
ニ
施
行
ヲ
替
ヒ
其
桑
園
ヲ
売
却
他
ノ
便
利
ヲ
謀
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ニ
ア
リ
」
@
と
政
策
的

意
義
が
強
調
さ
れ
た
。蚕

対

策

玉
、
山
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青
森
県
に
お
い
て
は
、
山
蚕
の
飼
養
に
勺
い
て
、

明
治
五
年
九
月
、
〆
「
桑
蚕
ト
違
ヒ
其
養
法
極
テ
簡
易
ニ
シ
テ
農
工
商
買
各
職
業
ノ
余



第 2表 蚕幾業収支(里桑・山桑の比較〉

詔 | 里桑|山 葵

自 n数量 j価額 l 摘 要 l数量 l価 額 l 摘 要
原料糸繭7斗5升 原料糸繭6升

製 糸 750匁 18円75銭40匁に付き 1円， 1升に付き10匁 480匁 11円163銭43匁に付き 1円， 1升に付き 8匁

原料玉繭2斗 原料玉繭1斗6升
収節 糸 180匁 3・ 60匁に付き 1円， 1升に付き 6匁 136匁 2. 092 165匁に付き 1円， 1升に付き8匁5分!

真 綿 30匁 30 露関野呂円 問 245概算J21円

口 糸 200匁 .444450匁に付き 1円 192匁 . 426450匁に付き 1円

入揚 繭 5升 ・ 2751~繋詩き日銭 4升1合6タ・ 208 子製治す銭
総計 I22.769 1 1 14. 129 

蚕種 1枚 1. 1 1 1 枚1.

桑 葉 200貫 8. 11貫に付き 4銭 200貫 5. 11貢に付き 2.5銭

支飼立人夫 60人 3・ 1人に付き 5銭 60 人 3・ 1人に付き 5銭

諸費 2. 1 1 1 2. 

繭 繰 賃
糸繭7斗5升 糸繭6斗

糸 3・ 1升に付き4銭 2. 40 n_升に付き4銭

繰
玉繭2斗 玉繭1斗6升

出玉繭賃 .6~Il 升に付き 3 銭 ・481升に付き 3銭

屑繭真綿紡賃 30匁 05 時間き1銭 20 匁 04 持品き1銭

総計 17.65 1 1 1 13. 92 . 
差引き純益 II 5. 119 I I I . 209 I 

(明治9年)



暇
ヲ
以
飼
立
候
儀
モ
難
カ
ラ
ス
」
@
と
飼
養
法
の
簡
便
さ
が
説
か
れ
た
。
同
七
年
、
県
は
、
山
桑
の
芽
を
摘
み
採
っ
て
食
料
品
と
し
て
売

買
す
る
旧
習
を
戒
め
た
。
更
に
同
九
年
、
薪
炭
用
の
山
桑
伐
採
を
禁
ず
る
達
し
が
出
さ
れ
、
翌
一

O
年
、
養
蚕
熟
達
者
を
招
聴
し
て
養
蚕

実
験
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

岩
手
県
庁
は
、

明
治
三
年
、
山
桑
伐
採
に
当
た
っ
て
、
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
根
も
と
か
ら
伐
ら
ぬ
よ
う
指
示
し
た
。
同
九
年
一
一
月
の

第
三
五
一
号
布
達
に
は
、
蚕
種
一
枚
・
桑
葉
二

O
O貫
を
原
料
と
す
る
蚕
糸
業
収
支
が
掲
け
ら
れ
、

里
桑
(
培
養
桑
)
を
使
用
す
る
場
合

と
山
蚕
を
使
用
す
る
場
合
と
が
比
較
さ
れ
て
い
る
(
第
2
表
)
。
と
れ
に
よ
る
と
里
桑
の
方
が
は
る
か
に
有
利
で
あ
っ
た
が
、
桑
葉
需
要
の

激
増
に
対
し
て
は
山
桑
の
保
護
勧
奨
が
当
面
す
る
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
c

東北地方北部における明治初期の開発政策

同
一
二
年
四
月
の
坤
第
一
一
四
号
布
達
に
よ
れ
ば
、
県
内
に
お
け
る
山
蚕
飼
養
は
漸
増
し
た
よ
う
で
あ
る
。
特
に
そ
の
飼
養
法
に
つ
い

て
は
「
楢
ノ
桑
葉
ニ
テ
養
育
ス
ル
ヲ
好
ト
ス
故
ニ
天
蚕
ヲ
育
養
ス
ル
モ
ノ
ハ
年
々
楢
ノ
木
ヲ
六
尺
程
上
ヨ
リ
切
リ
新
芽
ヲ
繁
茂
セ
シ
メ
飼

養
ス
レ
ハ
烏
虫
ノ
予
防
並
取
扱
ニ
便
宜
」
@
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

同
一
四
年
一

O
月
改
定
の
山
桑
及
刈
敷
努
摘
規
則
に
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

uu

官
有
地
に
お
け
る
山
桑
の
校
薬
を
、
養
蚕
ま
た
は
耕
地
の
刈
敷
の
目
的
を
も
っ
て
採
取
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
毎
年
三
月
末
ま
で
に
山
桑
料
・
柴

草
料
な
ど
を
県
庁
に
納
入
し
、
測
量
地
図
を
提
出
し
て
、
郡
役
所
か
ら
鑑
札
を
受
け
る
。
こ
の
鑑
札
を
他
人
に
貸
与
す
る
事
は
出
来
な
い
。
な
お
、
鑑

札
数
は
入
場
予
定
者
数
だ
け
用
意
さ
れ
る
。

伺
柴
草
料
は
、
隣
接
す
る
民
有
地
々
価
の
三
%
以
上
と
す
る
。

持
枝
葉
を
採
取
す
る
場
合
、
「
幹
木
ヲ
損
傷
他
日
ノ
発
暢
ヲ
妨
ケ
或
ハ
枝
葉
ヲ
暴
伐
シ
明
年
ノ
萌
葉
ヲ
害
セ
サ
ル
様
注
意
ス
ル
ヲ
要
ス
但
山
桑
ノ
如

キ
ハ
年
々
萌
芽
ヲ
摘
取
ス
ル
ヲ
利
ト
ス
ル
ニ
付
幹
枝
ヲ
伐
採
ス
ル
モ
妨
ナ
シ
」
@
と
す
る
。
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な
お
、
前
年
六
月
の
周
規
則
で
は
、
山
桑
料
を
鑑
札
一
枚
に
付
き
二

O
銭
と
し
、
鑑
札
所
持
者
に
は
「
官
林
中
何
レ
之
箇
所
ヲ
問
ス
随
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意
ニ
摘
取
ス
ル
ヲ
許
ス
」
⑫
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

同
一
四
年
七
月
に
は
、
「
第
一

O
条

前
出
摘
出
願
之
期
限
ハ
年
々
三
月
三
十

「
桑
葉
摘
採
期
限
ハ
此
限
ニ
非
ズ
」
@
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
、

月
に
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
官
有
林
に
お
け
る
山
桑
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
規
則
は
切
実
な
も
の
で
あ
り
、

日
ヲ
限
リ
ト
ス
」
@
の
但
書
と
し
て
、

前
述
の
よ
う
に
一
四
年
一

Oそ

の
た
め
に
再
々
改
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
す
で
に
山
蚕
の
一
種
と
さ
れ
て
い
た
杵
蚕
の
飼
養
法
に
つ
い
て
愛
媛
・
徳
島
そ
の
他
の
諸
県
に
お
い
て
実
地
に
見
聞
し
た
向
井
長

豊
・
三
田
義
正
の
両
人
は
、

明
治
一
六
年
四
月
一
四
日
、
県
令
宛
に
次
の
よ
う
な
願
書
を
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
今
般
上
申
仕
候
枠

蚕
繭
有
志
者
ニ
御
頒
布
被
下
万
一
不
作
ニ
テ
収
繭
無
之
節
ハ
代
価
不
申
受
候
得
共
収
繭
相
成
候
上
ハ
種
繭
一
箇
ニ
付
繭
拾
五
箇
ナ
リ
或
ハ

金
五
銭
ノ
割
合
ヲ
以
テ
代
価
御
下
渡
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
」
@
と
あ
り
、
両
人
が
県
当
局
を
経
由
し
て
杵
蚕
繭
の
普
及
に
尽
力
し
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
飼
料
と
し
て
は
樫
・
柄
・
楢
・
栗
な
ど
の
莱
が
使
わ
れ
て
い
た
。

秋
田
県
に
お
い
て
も
、
原
繭
不
足
の
要
因
の
一
つ
は
、
桑
苗
の
盛
ん
な
植
え
付
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
桑
葉
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
は
士
族
須
田
盛
貞
外
二
七
名
の
山
蚕
飼
養
開
業
願
(
明
治
七
年
五
月
)
に
「
桑
蚕
ヲ
営
ミ
一
両
年
ニ
シ
テ
廃
業
ス

ル
者
往
々
有
之
如
何
ト
ナ
レ
ハ
桑
葉
不
足
ニ
シ
テ
営
業
意
ノ
如
ク
ニ
ス
ル
事
不
能
也
」
@
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
と
で
、

ま
だ
飼
養
す
る

事
の
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
山
蚕
を
普
及
す
べ
く
、
明
治
六
年
三
月
、
東
京
弘
業
本
会
社
々
長
佐
賀
県
士
族
原
田
雅
孝
・
近
蕪
真
勝
外
三
名

が
仙
北
郡
役
内
村
へ
寄
留
し
た
。
特
に
「
山
蚕
ハ
桑
葉
ヲ
不
用
楢
樫
柏
等
ノ
葉
ヲ
以
テ
飼
料
ニ
充
チ
唯
桑
葉
ノ
資
費
ヲ
省
ク
而
己
ナ
ラ
ス

其
飼
養
甚
タ
簡
易
ニ
シ
テ
必
ス
丁
男
壮
夫
ノ
カ
ヲ
借
-
フ
ス
老
弱
婦
女
モ
亦
能
ク
養
フ
ヘ
シ
殊
ニ
楢
柏
ノ
樹
類
御
管
内
何
レ
ノ
山
ニ
モ
有
ラ

サ
ル
所
ナ
シ
是
ヲ
以
養
ハ
、
幾
万
ノ
山
蚕
数
百
年
養
フ
モ
飼
料
有
余
無
不
足
実
ニ
無
尽
蔵
也
」
⑧
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
@
o



東北地方北部における明治初期の開発政策

注.製糸高10貰以上の君陀示す

-秋田両県は統計書
岩手県は勧業年報による

む
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ぴ
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(単位貰)
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北関伊• 中閉伊

. 東閉伊• 
北岩手

• 商岩手• 
南秋田

i芋仙北• 

付

青
森
県
で
は
、
穀
作
偏
重

の
実
状
を
脱
却
し
て
、
山
蚕
の

勧
奨
・
保
護
と
共
に
桑
作
(
里

桑
)
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
動

高(明治18年)

き
が
み
ら
れ
た
。
蚕
種
・
桑
苗

払
い
下
げ
に
当
た
っ
て
は
、
城

下
町
(
弘
前
)
商
人
及
び
そ
の

糸

系
譜
に
よ
る
先
駆
的
業
蹟
と
、

製

こ
れ
に
続
く
県
庁
・
士
族
な
ど

見IJ

の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。
弘
前

郡

(
旧
城
郭
の
一
町
歩
余
)
の
桑
植

え
付
け
は
成
功
し
た
が
、

!日
斗

南
県
貫
属
士
族
に
よ
る
県
営
三

本
木
開
拓
(
八
二
万
坪
余
)
は

主
と
し
て
資
本
の
脆
弱
に
よ
っ
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青森県におけあ郡別製糸高・人員

F 4  明 治 17 年 1/ 18 年 1/ 19 年

貫|人

中 津 軽 97 ，即 I163 ，... 214' 150 1__ 166 
戸 郡 I153 I 59 ， ~5_~ I 98 I 422 I 166 

弘前市街| 10 I 105 j 10' 212 ， 
再

八 戸 市街 l 20 

掲
三戸市街| 23 ， 212 j 42 ， 212 ， 80 

そ の 他 j 173' 32 j 181' 46 j 301 ， 68 

言十 ， 250 ， 166 j 414 I 312 ， 572 j 332 

第 3表

(明治19年青森県統計書による)

(注) 農商工統計表(明治19年) p.26には「管下ノ蚕業ハ三戸郡ノ田子三戸八戸

地方中津軽郡ノ弘前ヲ除キ他ハ飼育者多カラズ随テ生糸若クハ真綿等ノ産出モ

亦甚ダ少ナク概シテ自家ノ需要ニ供スルノミ然ルニ中津軽郡ハ著ル、ンキ増加ヲ

見ス三戸郡ハ之ニ反シ前年ヨリ生糸ハ百七十一貫真綿ハ四十二貫…・・・ヲ増セリ

其然ル所以ハ気候ノ蚕養ニ適シタルト該業漸次進歩シタルヲ以テナリ」と記さ

れている。

て
失
敗
し
た
。
し
か
し
、
明
治
一

0
年
代
に
お
け
る
主
要
蚕
糸

地
域
は
、

旧
来
の
中
津
軽
郡
か
ら
新
興
の
三
戸
郡
に
移
っ
た
の

で
あ
る
(
第
3
表
及
び
図
)
。

[ニ)

岩
手
県
で
は
、
畜
産
・
鉱
業
に
比
べ
て
小
資
本
小
経
営
で

も
営
み
得
る
蚕
糸
業
導
入
の
余
地
が
大
き
く
、
県
庁
は
蚕
種
・

桑
苗
の
払
い
下
げ
に
努
め
た
が
、
や
が
て
そ
れ
が
契
機
と
な
っ

て
蚕
種
・
桑
苗
商
人
の
販
売
ル

l
ト
が
県
外
に
ま
で
及
ん
だ
。

独
立
採
算
制
に
基
づ
く
県
営
種
芸
試
験
所
が
設
け
ら
れ
た
一
方

で
は
、
官
業
化
を
望
む
試
験
所
も
あ
っ
た
。
山
蚕
に
つ
い
て

も
、
勢
摘
規
則
が
つ
く
ら
れ
る
な
ど
の
積
極
的
な
勧
奨
策
が
と

ら
れ
た
。
主
要
蚕
糸
地
域
は
、
旧
来
と
同
じ
く
南
部
の
磐
井

気
仙
両
郡
な
ど
で
あ
っ
た
(
図
)
。

伺

秋
田
県
で
は
、
製
糸
業
の
振
興
と
、
特
に
山
間
部
に
お
け

る
蚕
種
の
自
給
が
目
標
と
さ
れ
た
。
旧
藩
か
ら
継
承
さ
れ
た
県

営
の
勧
業
諸
施
設
が
あ
っ
た
が
、

さ
ら
に
活
発
な
動
き
を
示
し

た
の
は
、
蚕
糸
輸
出
結
社
(
六
徳
組
|
川
尻
組
)
や
、
開
墾

蚕
糸
・
機
業
な
ど
の
総
合
的
結
社
(
秋
成
社
)
な
ど
で
あ
っ
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た
。
山
蚕
飼
養
に
つ
い
て
は
、
東
京
弘
業
本
社
・
千
葉
県
勧
業
課
な
ど
と
の
連
け
い
が
強
か
っ
た
。
主
要
蚕
糸
地
域
は
南
部
の
雄
勝
・
平

鹿
両
郡
で
あ
り
(
図
)
、
雄
勝
生
糸
改
良
社
は
す
で
に
明
治
七
年
に
設
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

制

以
上
の
よ
う
に
蚕
糸
業
を
主
軸
と
す
る
開
発
政
策
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
例
え
ば
三
県
の
製
糸
高
順
位
(
岩
手
県
↓
秋
田

そ
の
実
効
は
旧
藩
時
代
の
様
相
を
強
く
反
映
し
て
い
た

県
↓
青
森
県
)
、

県
内
の
主
要
製
糸
地
域
な
ど
に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

の
で
あ
る
。

注①
拙
稿
東
北
地
方
製
糸
業
の
特
質
|
特
に
明
治
一

0
年
代
に
お
け
る
l
、
日
本
地
理
学
会
(
昭
和
三
七
年
)
春
季
大
会
報
告
要
旨

②
農
業
発
達
史
調
査
会
編
日
本
農
業
発
達
史
(
一

O
巻
・
二
六
頁
)
で
は
明
治
前
期
を
蚕
糸
業
拾
頭
期
と
し
て
い
る
。

①
明
治
七
年
四
月
一
八
日
、
青
森
県
達
。

④
明
治
七
年
四
月
二

O
目
、
青
森
県
達
。

@
明
治
七
年
二
月
二
七
日
、
岩
手
県
告
論
。

①
明
治
一
五
年
七
月
三
日
、
岩
手
県
諭
達
。

①
明
治
九
年
記
録
(
秋
田
県
史
料
第
九
巻
)
。

③
明
治
一
三
年
五
月
二
五
日
、
丙
第
二
四
四
号
、
岩
手
県
達
。

①
県
庁
は
、
伊
達
桑
を
仕
立
人
か
ら
民
事
局
を
経
由
し
て
時
価
で
買
い
上
げ
る
事
と
し
、
需
要
者
へ
は
そ
の
価
格
で
払
い
下
げ
た
。

@
明
治
一
二
年
九
月
一

O
日
、
岩
手
県
丙
第
五
四
号
達
。

@
明
治
一
四
年
七
月
五
日
、
岩
手
県
甲
第
一
三
八
号
に
は
「
本
県
勧
業
課
ニ
於
テ
栽
培
ス
ル
桑
苗
ハ
前
年
優
曲
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
翌
年
春
分
ノ
頃
掘
採

リ
来
候
」
と
あ
る
。

⑫
明
治
一
四
年
七
月
五
日
、
岩
手
県
甲
第
一
三
八
号
達
。

⑬
明
治
七
年
一

O
月
、
記
録
(
秋
田
県
史
料
、
第
三
巻
)
、

五
八
頁

こ
れ
に
よ
っ
て
内
務
省
は
銀
盃
一
個
を
も
っ
て
彼
を
褒
賞
し
た
。
な
お
、
彼
は
蚕
種
総
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代
と
し
て
七
円
五

O
銭
(
世
話
役
佐
藤
政
忠
外
一
二
名
に
は
三
円
五

O
銭
ず
つ
)
の
褒
賞
金
を
も
受
け
た
。

@
明
治
四
年
一
一
月
四
日
、
青
森
県
よ
り
兵
部
省
へ
の
菓
議
。

@
明
治
七
年
五
月
一

O
B、
記
録
(
青
森
県
史
料
、
第
三
巻
)
。

⑬
明
治
五
年
五
月
一
五
日
、
勧
農
寮
指
令
。

@
明
治
六
年
三
月
一
五
日
、
記
録
(
青
森
県
史
料
、
第
二
巻
)
。

⑮
@
と
同
じ
、
但
書
は
送
籍
希
望
者
の
場
合
と
同
じ
。

@
明
治
七
年
三
月
、
記
録
(
青
森
県
史
料
、
第
二
巻
)
。

@
明
治
三
年
八
月
四
日
、
岩
手
県
布
令
。

@
明
治
一
四
年
三
月
一
八
日
、
羽
生
氏
熟
ヨ
リ
新
屋
桑
畑
建
家
蚕
室
及
ヒ
附
属
器
械
共
拝
借
願
。

@
や
が
て
同
社
は
県
営
機
業
場
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
更
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

@
し
か
し
、
後
述
の
養
蚕
所
々
則
前
円
、
肺
及
び
製
糸
所
々
則
伺
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
純
益
配
当
制
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
県
庁
へ
の
納
入
は
名
目
的

で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。

@
明
治
八
年
八
月
二
九
日
、
岩
手
県
令
よ
り
内
務
卿
宛
上
申
書
。

@
明
治
-
三
年
、
第
一
養
蚕
試
験
場
記
録
(
秋
田
県
史
料
、
第
二
五
巻
)
。

⑧
同
年
同
試
験
場
に
お
い
て
養
蚕
伝
習
所
が
設
け
ら
れ
、
各
郡
か
ら
生
徒
(
年
令
一
五

1
四
O
才
)
三
人
ず
つ
が
募
集
さ
れ
た
。

②
明
治
一
三
年
、
第
二
養
蚕
試
験
場
記
録
(
秋
田
県
史
料
、
第
二
五
巻
)
。

③
明
治
一
三
年
、
養
蚕
試
験
場
施
行
替
記
録
(
秋
田
県
史
料
、
第
二
五
巻
)
。

⑫
明
治
五
年
九
月
二
九
日
、
山
蚕
養
法
ノ
儀
左
ノ
通
布
令
候
事
。

⑧
F

明
治
一
二
年
四
月
一

O
目
、
岩
手
県
坤
第
一
‘
-
四
号
布
達
。

@
明
治
一
四
年
一

O
月
一
八
日
、
山
桑
及
刈
敷
努
摘
規
則
(
岩
手
県
)
第
八
条
。

@
明
治
一
三
年
六
月
一
七
日
、
山
桑
及
刈
敷
努
摘
規
則
(
岩
手
県
)
第
九
条
。

@
明
治
一
四
年
七
月
一
日
、
山
桑
及
刈
敷
勇
摘
規
則
(
岩
手
県
)
第

-
O条。

@
明
治
-
六
年
四
月
一
四
日
、
向
井
長
豊
、
三
田
義
正
商
人
よ
り
県
令
宛
上
申
書
。
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@
明
治
七
年
五
月
四
日
、
須
田
盛
貞
外
二
七
名
よ
り
県
令
宛
山
蚕
飼
養
開
業
願
。

@
同
年
五
月
、
県
庁
の
許
可
を
受
け
て
雄
勝
郡
湯
台
に
お
い
て
飼
養
試
験
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
「
気
候
風
土
モ
相
応
ス
種
子
大
ニ
生
育
既
ニ
繭
ヲ

結
ヒ
全
功
ヲ
収
ル
近
キ
ニ
ア
リ
宣
図
ン
ヤ
一
夜
山
雨
暴
ニ
至
リ
地
中
ノ
湯
気
沸
騰
硫
気
薫
蒸
シ
稚
子
尽
ク
変
テ
病
蚕
ト
ナ
ル
百
日
ノ
労
一
日
空
シ
畢

寛
温
泉
近
傍
之
地
ナ
ル
ヲ
不
察
此
援
朕
ヲ
致
シ
遺
憾
不
過
之
尚
飼
養
所
不
尽
モ
有
之
ヤ
ニ
存
候
」
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
同
志
二

1
三
名

が
上
京
し
、
田
村
町
の
弘
業
本
会
社
に
お
い
て
飼
養
方
法
に
つ
き
精
細
な
伝
習
を
受
け
た
。
本
会
社
は
同
七
年
五
月
、
第
一
大
区
二
小
区
域
内
町

(
船
木
五
郎
三
郎
宅
)
の
分
会
社
・
新
飼
養
試
験
場
な
ど
の
設
立
許
可
を
得
た
。
か
く
て
、
「
方
今
土
族

F討
之
目
途
無
之
者
十
中
七
八
ニ
居
ル
漸
次

此
業
ユ
服
事
セ
シ
メ
ハ
(
中
略
)
恒
産
ヲ
得
ン
」
と
、
士
族
授
産
の
一
助
と
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
一
二
年
七
月
の
天
蚕
飼
養
報
告
(
青
森
県
)
に
よ
れ
ば
、
県
は
千
葉
県
勧
業
課
一
報
告
に
範
を
と
り
、
こ
れ
に
「
折
衷
ヲ
加
へ
障
害
ヲ
除
」
い

て
試
験
的
に
飼
養
し
た
。
場
所
は
川
辺
郡
百
三
段
新
屋
村
内
第
二
種
官
有
地
本
課
養
蚕
試
験
場
内
で
あ
り
、
県
内
に
豊
富
で
あ
っ
た
橘
を
三
里
離
れ

た
古
野
林
か
ら
輸
送
し
た
。
千
葉
県
か
ら
原
種
八
、
三
五

O
粒
を
購
入
し
、
七
月
現
在
、
七
、

0
0
0粒
の
飼
養
を
終
了
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
内

溺
死
一
、
五

O
O粒
、
涯
病
死
五

O
O粒
、
庇
死
二

O
O粒
を
数
え
、
収
繭
出
来
た
の
は
四
、
八

O
O粒
で
あ
っ
た
。
こ
の
試
験
的
飼
餐
は
「
本
県

試
験
ノ
権
輿
ト
ス
然
レ
托
僅
ニ
桶
飼
ノ
法
ヲ
用
ヰ
タ
ル
ニ
過
キ
サ
レ
ハ
未
タ
風
土
ノ
適
否
収
益
ノ
多
寡
ヲ
判
別
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
」
に
終
わ
っ
た
。
そ

こ
で
翌
一
三
年
、
天
蚕
試
験
所
を
南
秋
田
郡
山
谷
村
に
設
け
、
橋
林
-
町
歩
を
選
ん
で
六
区
に
分
け
、
更
に
試
験
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、
「
無
効

ノ
労
ニ
一
帰
シ
タ
リ
之
レ
釜
シ
天
気
時
候
ノ
適
セ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
貯
卵
飼
養
其
当
ヲ
得
サ
ル
ニ
因
縁
シ
タ
ル
カ
要
ス
ル
ニ
経
験
年
浅
キ
ヲ
以
テ
適
否

ヲ
判
別
ス
ル
能
ハ
ス
」
と
い
う
実
態
で
あ
っ
た
。
県
庁
は
こ
れ
に
屈
せ
ず
、
「
明
年
ヲ
侯
テ
実
地
経
験
セ
ン
ト
欲
ス
果
シ
テ
好
結
果
ヲ
得
ハ
広
ク
之

ヲ
普
及
シ
以
テ
其
鴻
益
ヲ
謀
ラ
ン
ト
ス
」
と
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

93 




